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 「農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程」の一部改正に

ついて 

 

 我が国から中華人民共和国（以下「中国」という。）向けに輸出する水産食品

については、「農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程」（令

和２年４月１日付け財務大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣決定）の別紙 CN-S1

「中華人民共和国向け輸出水産食品の取扱要綱」（以下「要綱」という。）に基づ

き取り扱われているところです。 

今般、事業者の利便性向上の視点から、国内の最終加工施設で加工され、最終

保管施設で保管される中国向け輸出水産食品について、最終保管施設を管轄す

る衛生証明書発行機関で衛生証明書の発行を可能とするとともに、その他所要

の要綱の改正を行いましたので、その実施について特段の御理解、御協力方よろ

しくお願いします。また、関係事業者への周知について特段の御配慮をお願いし

ます。 

 


